
留学生を受け入れる教育機関に係る規定等

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準
を定める省令（平成二年法務省令第十六号）
留学の項における規定

該当する教育機
関の告示による
定め

基準

日本語教育
機関

六 申請人が専修学校、各種学校又は設備及び編制に
関して各種学校に準ずる教育機関において専ら日本
語の教育を受けようとする場合は、当該教育機関が
法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもっ
て定める日本語教育機関であること。

法務省において
個々の機関を告
示

日本語教育機関の告示基準
（出入国在留管理庁）

準備教育課
程

七 申請人が外国において十二年の学校教育を修了し
た者に対して本邦の大学に入学するための教育を行
う機関において教育を受けようとする場合は、当該
機関が法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示
をもって定めるものであること。

法務省、文部科
学省それぞれに
おいて個々の課
程を告示

大学入学のための準備教育
課程の指定等に関する規程
（文部省告示）

大学 一 申請人が次のいずれかに該当していること。
イ 申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、
専修学校の専門課程、外国において十二年の学校教
育を修了した者に対して本邦の大学に入学するため
の教育を行う機関又は高等専門学校に入学して教育
を受けること（専ら夜間通学して又は通信により教
育を受ける場合を除く。）。

なし 学校教育法
大学設置基準（文部省令）
等

別科等 上記省令を改正し、現在は「大学」に含まれている日
本語予備教育を行う別科等について、別途規定する。

個々の別科等を
告示

別科等に係る基準を策定

【今後整備するもの】
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出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令（平成二年法務省令第十六号）抄

出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）第七条の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の
基準を定める省令を次のように定める。
出入国管理及び難民認定法（以下「法」という。）第七条第一項第二号の基準は、法第六条第二項の申請を行った者（以下「申請人」と

いう。）が本邦において行おうとする次の表の上欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

活動 基準

法別表第一の
四の表の留学
の項の下欄に
掲げる活動

一 申請人が次のいずれかに該当していること。
イ 申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において十二年の学校教育を修了し
た者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校に入学して教育を受けること（専ら夜
間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。）。
ロ 申請人が本邦の大学に入学して、当該大学の夜間において授業を行う大学院の研究科（当該大学が当該研究科に
おいて教育を受ける外国人の出席状況及び法第十九条第一項の規定の遵守状況を十分に管理する体制を整備してい
る場合に限る。）において専ら夜間通学して教育を受けること。
ハ 申請人が本邦の高等学校（定時制を除き、中等教育学校の後期課程を含む。以下この項において同じ。）若しく
は特別支援学校の高等部、中学校（義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下この項にお
いて同じ。）若しくは特別支援学校の中学部、小学校（義務教育学校の前期課程を含む。以下この項において同
じ。）若しくは特別支援学校の小学部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校若しくは設備及び編制
に関してこれに準ずる教育機関に入学して教育を受けること（専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合
を除く。）。

二 申請人がその本邦に在留する期間中の生活に要する費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること。
ただし、申請人以外の者が申請人の生活費用を支弁する場合は、この限りでない。
三 申請人が専ら聴講による教育を受ける研究生又は聴講生として教育を受ける場合は、第一号イ又はロに該当し、当
該教育を受ける教育機関が行う入学選考に基づいて入学の許可を受け、かつ、当該教育機関において一週間につき十
時間以上聴講をすること。
四 申請人が高等学校において教育を受けようとする場合は、年齢が二十歳以下であり、かつ、教育機関において一年
以上の日本語の教育又は日本語による教育を受けていること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、独
立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人又は公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる
国際交流計画に基づき生徒として受け入れられて教育を受けようとする場合は、この限りでない。

参考
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活動 基準

法別表第一の
四の表の留学
の項の下欄に
掲げる活動

四の二 申請人が中学校若しくは特別支援学校の中学部又は小学校若しくは特別支援学校の小学部において教育を受け
ようとする場合は、次のいずれにも該当していること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、独立行政
法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人又は公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交
流計画に基づき生徒又は児童として受け入れられて教育を受けようとする場合は、イ及びロに該当することを要しな
い。
イ 申請人が中学校において教育を受けようとする場合は、年齢が十七歳以下であること。
ロ 申請人が小学校において教育を受けようとする場合は、年齢が十四歳以下であること。
ハ 本邦において申請人を監護する者がいること。
ニ 申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人生徒又は児童の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれてい
ること。
ホ 常駐の職員が置かれている寄宿舎その他の申請人が日常生活を支障なく営むことができる宿泊施設が確保されて
いること。

五 申請人が専修学校又は各種学校において教育を受けようとする場合（専ら日本語の教育を受けようとする場合を除
く。）は、次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が外国から相当数の外国人を入学させて初等教育又は
中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育を受ける活動に従事する場合は、イ
に該当することを要しない。
イ 申請人が外国人に対する日本語教育を行う教育機関（以下「日本語教育機関」という。）で法務大臣が文部科学
大臣の意見を聴いて告示をもって定めるものにおいて六か月以上の日本語の教育を受けた者、専修学校若しくは各
種学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者又は学校教育法第一条に規定する学校
（幼稚園を除く。）において一年以上の教育を受けた者であること。
ロ 申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。

六 申請人が専修学校、各種学校又は設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において専ら日本語の教育を受
けようとする場合は、当該教育機関が法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって定める日本語教育機関で
あること。
七 申請人が外国において十二年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関におい
て教育を受けようとする場合は、当該機関が法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって定めるものである
こと。
八 申請人が設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において教育を受けようとする場合（専ら日本語の教育
を受けようとする場合を除く。）は、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること。
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